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平成28年熊本地震や平成30年大

阪府北部地震では、ブロック塀等

の倒壊による死傷者がでたよう

に、ブロック塀等は地震時に人命

を脅かす凶器となる可能性がある

とともに、避難の際の障害にもな

りえます。 

そのようなブロック塀等の安全性の確保は所有者の責任となりますので、先ずは、以下の点検

表（建築基準法で定められたブロック塀等の構造基準です。）を参考に点検をお願いします。 

点検により、不適合の項目が一つでもあった場合、そのブロック塀等は地震時に倒壊する恐れ

がありますので、日常生活の環境の改善、また災害時に強い『まちづくり』のために、ブロック

塀等の除却又は改修について、ご協力をお願いいたします。 

なお市では、危険なブロック塀等の除却等に係る費用を補助しています（裏面を参照くださ

い。天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業）ので、是非ご活用ください。 

 

 

 

<お問合せ先>  天草市 建設部 建築住宅課 建築指導係 

              〒863-8631  天草市東浜町 8 番 1 号  TEL：0969-32-6797  FAX：0969-24-4266 

 

ブロック塀等の安全性を確保しましょう。 

天草市建設部建築住宅課よりご案内 
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強度不足や老朽化が著しいブロック塀等は、大規模な地震の際に倒壊しやすく多くの二次災害

をもたらします。そこで、市民の安全を守るため、一般の交通の用に供される道路に面する危険

なブロック塀等の除却費及び改修費などに係る費用の一部を補助します。※代理受領制度の活用可 

なお、補助金を受ける場合は、工事契約の締結前に、補助金の交付申請手続きが必要です。 

詳細は、「天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要領」をご覧ください。 

 

●対象：次に掲げる要件全てに該当するブロック塀等を除却する場合 

ア 道路に面しており、道路面からの高さが８０㎝以上のもの 

イ 当該ブロック塀自体の高さが６０㎝以上のもの 

ウ 点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの 

●補助金額：除却（高さを４０㎝以下とする工事を含む。）に係る経費に３分の２を乗じた額 

●補助上限額： 

２０万円又は撤去するブロック塀等の長さに１万２千円を乗じて得た額のいずれか低い方の額 

 

●対象：建築基準法の構造基準に適合するブロック塀、金属製フェンス又は生垣等を設置するもの 

●補助金額：設置に係る経費に３分の２を乗じた額 

●補助上限額： 

１０万円又は撤去するブロック塀等の長さに１万５千円を乗じて得た額のいずれか低い方の額 

 

 

 

 

点検表によるブロック塀等の安全性の確認 

補助事業の活用の流れ（詳細は、補助金交付要領による） 

市が補助金交付確定通知書を交付（要領第１５条） 

市へ補助金交付申請書を提出（要領第５条） 

天草市建設部建築住宅課よりご案内 

市へ補助金請求書を提出し、市から補助金の支払い（要領第１６条、第１７条） 

「天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業」につい

B.危険なブロック塀等を除却し、安全なブロック塀、金属製フェンス又は生垣等の設置に対する補助 

A.危険なブロック塀等の除却に対する補助 

市が補助金交付決定通知書を交付（要領第６条） 

施工業者との契約、危険なブロック塀等の除却及び改修工事 

市へ完了実績報告書を提出（要領第１４条） 

<補助金の申請先、お問合せ先> 天草市 建設部 建築住宅課 建築指導係 

              〒863-8631  天草市東浜町 8 番 1 号  TEL：0969-32-6797  FAX：0969-24-4266 


